
 

 

 

 

立小だより（特別号）の発行 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、誠に

ありがとうございます。 

さて、緊急事態宣言が延長された中で、学校でも様々な工夫を行いながら教育活動を進めてお

ります。そして、今後も安心・安全で円滑な教育活動の推進に向けて、学校の取組や各種予定等

を保護者・地域の方へ発信し、共有を図っていきたいと思います。日頃より学校だより等を発行

していますが、今伝えるべき内容を鑑み、今回、立小だより（特別号）を発行しました。内容を

ご確認いただくとともに、引き続きのご支援・ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。 

  なお、ホームページでも、定期的に日常の子どもたちの様子や学校の 

取組等を紹介しております。そちらも是非ご覧ください。 

 

◇ コロナ不安による欠席や濃厚接触者等で学校に来られない場合の 

対応について 

まずは、クロームブックを利用しての「つながり」を考えています。 

朝の会で健康観察を行うことや、学校での授業の様子を流す等を行っていこうと思います。ま

だ、始めたばかりなので「オンライン授業」と呼ばれるような双方向のやり取りまではできない

かもしれません。本校職員も日々情報交換をしながら研修しているところです。 

児童の安心や学びの継続のために「つながる」ことを目的にミートを活用していきます。 

不慣れなところがあり、音声が聞きづらかったり、画面が見づらかったりする 

こともあるかと思いますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。 

 

◇ セキュリティについて 

今年の 3月にクロームブックが入り、扱い方等の研修を積み重ねております。また、8月から 

「スマホで連絡とれ～る」の実施、e ライブラリーの変更等情報関係の新たな取り組みが始まり

ました。クロームブックや「スマホで連絡とれ～る」を触っていく中で、いろいろと課題が見ら

れ、日々情報共有しているところです。児童・保護者の安心安全につながるように、教職員一同、

情報セキュリティについて、以下のような研修及びチェック機能の充実に努めて参ります。 

        

① 情報セキュリティ委員会の開催 

② 「スマホで連絡とれ～る」についてシステムの変更（教育委員会による） 

③ 「スマホで連絡とれ～る」については複数チェック、定型文の活用等により 

安全に留意して配信 

④ 情報関係の研修会・情報の共有 

 

◇ 新しい先生の紹介 

・佐久間 真琴（さくま まこと）先生 

    ２年２組担任の佐々木恋奈先生が産休に入り、代わって佐久間真琴先生が２学期より担任と 

して勤務いただいております。 
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◇ ９月 20日～10月１日までの日課等について 

（１）普通日課（40分授業）   

  （２）下校時刻           

月 日 曜日 学年・下校時刻 月 日 曜日 学年・下校時刻 

９ 

20 月 敬老の日 

９ 

27 月 １～６年 14：15 

21 火 
１・２年 14：15 

３～６年 15：00 
28 火 

１・２年 14：15 

３～６年 15：00 

22 水 
１年 13：30 

２～６年 14：15 
29 水 

１年 13：30 

２～６年 14：15 

23 木 秋分の日 30 木 
１・２年 14：15 

３～６年 15：00 

24 金 
１～３年 14：15 

４～６年 15：00 
10 １ 金 

１～３年 14：15 

４～６年 15：00 

  （３）その他 

・緊急事態宣言中（９月 30日まで）のため、10月１日（金）の週までは 40分授業に 

よる日課となります。その後の予定等については、後日お知らせします。 

 

◇ 行事等について 

  緊急事態宣言の延長等を受け、次の学校行事等の実施等については記載のとおりです。      

日付 学校行事等 実施の有無等 

９月 27日（月） クラブ（４・５・６年） 中止 

９月 30日（木） １年遠足 延期 

10月５日（火） 特支懇談会 延期 

    

 

◇ 給食費の返金について 

新型コロナウイルス感染症の状況や学校行事等、今後も学校運営に様々な影響を与えることが

想定されます。その１つが給食です。そこで、給食費の取扱いについて改めてお知らせします。 

  １．学級閉鎖 

    ・学級閉鎖を決定し、業者への変更連絡完了の第４日目から、主食代＋牛乳代＝１１０円を

現金で返金する。  

  ２．長期欠席 

    ・連続７日（給食日数）以上で、事前に保護者から給食停止の申し出があった場合、減らす 

ことのできた日数分の、主食＋牛乳代（１１０円）を返金する。 

・１ヶ月を超える長期欠席の場合は、給食停止を含め、徴収額については、保護者と相談し

て決める。 

  ３．突然の風水害等による休校 

    ・返金しない。（行事の延期日や学級閉鎖と重なった場合でも「返金せず」を 

     大原則とする。） 

  ４．その他 

    ・教育課程内における学校行事（キャンプ・修学旅行・遠足）及び校外学習 

のための回数減の返金は行わない。   


